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在宅酸素療法を実施している患者居宅で発生した火災

による死亡事例について (3例追加公表)

本日、二般社団法人 日本産業・医療ガス協会より、在宅酸素療法を実施している患

者居宅で発生した火災による死亡事例が 3例追加公表されましたので、お知らせしま

ケ。

在宅酸素療法とは、慢性呼吸不全の患者が、酸素濃縮装置 (酸素を患者に送るため

のチューブを含む)、 液化酸素及び酸素ボンベ (以下ヽ「酸素濃縮装置等」)を用い

て自宅で高濃度の酸素吸入をする治療法です。

酸素濃縮装置等は、適切に使用すれば安全な装置ですが、酸素は燃焼を助ける性質

が強いガスですので、酸素濃縮装置等には火気を近づけてはならない旨、添付文書や

取扱説明書に記載されています。

しかし、在宅酸素療法を受けている患者が、喫煙などが原因と考えられる火災によ

り死亡するなどの事故が繰 り返し発生しています。

これまでも注意を呼びかけていますが、在宅酸素療法を受けている患者やその家族

等は、酸素吸入時にはたばこを吸わないで下さい。また、酸素濃縮装置等の周辺での

ス トーブ等の火気の取扱いについては改めて十分にご注意下さい。

(参考)追加事例

発生年月 場所 年齢 (性別) 被害状況 原因 (推定含)

平成 23年 4月 長野県 70代 (女 ) 死亡 (焼死) たばこの不始末

平成 23年 4月 岡山県 60代 (男 ) 死亡 (焼死) たばこの不始末

平成 23年 9月 和歌山県 70代 (男 ) 死亡 (焼死) (不明 :ロ ーソクか)



在宅酸素療法を実施している
患者居宅で発生した火災による重篤な健康被害の事例

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
在宅酸素部会

当協会会員会社において、平成15年 10月 .以降に発生した「存車腱壺轟強菫権中の自者目

豊【里饉L止ム』醒塾通■■餞翼鳳出巨整四回山[を調査・集計しましたのでご報告致します。

各会員会社では、在宅酸素療法を行う患者様ならびにご家族に対し、機器設置および定期点
検などの機会に、安心して安全に使つていただけるよう機器の使用方法および注意点などにつ
いてご説明致しております。
また、一層の安全対策が図られるよう、酸素吸入中の喫煙および火気の危険性を充分ご説明

し、火災事故防止のため引き続き努めて参ります。   ・

<報告の基準>
「在宅患者居宅にて火災が発生し、患者様が死亡ないし重体もしくは重傷を負つた場合」

(火災の発生を喫煙のみに特定せず、原因が特定できない場合でも報告に含む。)

日本産業。医療ガス

協会公表資料

日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門まとめ(平成23年 10月 末時点)
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※

※



―餞社団法人日本崖彙。医療ガス協会
在宅強素都会
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在宅酸素療法での火気との距離制限

火気厳禁

1.酸素濃縮装置、酸素ボンベ、

2.液化酸素を設置型装置 (親容
器)から携帯型装置 (子容器 )
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※火気の取扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、
敵素が原因でチユーブや衣鳳等が儀えたり,火災になることはありません。



在宅酸素療法時は、
たばこ等の火気の取扱いにご注意下さい。

酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスであり、火を近づけると大変危険です。
酸素濃縮装置等*の使用中には、火気の取扱いにご注意下さい。

◎ 酸素濃縮装置等は、正しく使用すれば安全な装置です。
医師の指示を守って、安心して治療を受けて下さい。
また、治療を受けている患者へのご理解を宜しくお願いいたします。

（問い合わせ先）

厚生労働省医薬食品局安全対策課 電話：03-5253-1111（代表）

在宅酸素療法時の火気の取扱いに関する詳細は、

厚生労働省ホームページをご覧下さい。

URL: http://www.mhlw.go.jp/

厚生労働省

（参考）○PMDA医療安全情報No.4 「在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について」
（URL） http://www.info.pmda.go.jp/anzen_pmda/file/iryo_anzen04.pdf

○一般社団法人 日本産業・医療ガス協会ホームページ
（URL）http://www.jimga.or.jp/medical/special/dvd01.html

○神戸市消防局ホームページ「在宅酸素療法中の火災危険について」
（URL）http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/information/zaitakusanso.html

◎ 装置の使用中は、周囲２ｍ以内に火気を置かないで下さい。

禁 煙

火気厳禁

（＊ 酸素濃縮装置、液化酸素及び酸素ボンベ）

特に、喫煙に関連した火災事例が
多く発生しています。
患者はもちろんその周りの人も

酸素吸入中は、絶対に
たばこを吸わないで下さい。

【出典】PMDA医療安全情報No.4

【出典】PMDA医療安全情報No.4

※また、酸素を吸入していない際も、医師の指導に従い、禁煙を守って下さい。



0融観虜
平成 22年 1月 15日

(照会先)

医薬食品局安全対策課安全使用推進室

電話  :03-5253-1111(内線2758、 2751)

夜間直通 :03-3595-2435

在宅酸素療法における火気の取扱いについて

※この対策について、わかりやすくまとめた啓発リーフレットを作成いたしました。
「在宅酸素療法時は、たばこ等の火気の取扱いにご注意下さい。」(PDF)

1.概要

酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスです。このため、在宅酸素療法に使用する酸素濃

縮装置、液化酸素及び酸素ボンベ (以下 「酸素濃縮装置等」という。)については、その

添付文書や取扱説明書等において、火気を近づけてはならない旨が記載されている他、酸

素吸入時の火気の取扱いについて、日本産業・医療ガス協会がパンフレットやDVDを作

成 0配布するなど、様々な注意喚起が実施されております。

しかしながら、酸素濃縮装置等を使用中の患者が、喫煙等が原因と考えられる火災によ

り死亡するなどの事故が繰 り返し発生しているため、改めて注意喚起を実施するものです。

なお、酸素濃縮装置等は適切に使用すれば安全な装置ですので、治療を受けている患者

等べのご理解を宜しくお願いいたします。

2:在宅酸素療法を受けている患者やその家族等にご注意いただきたい事項

在宅酸素療法を受けている患者やその家族等は、酸素吸入時の火気の取り扱い等につ

いて、以下の点を十分に理解して、酸素吸入装置等をご使用下さい。

1)高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引

火 し、重度の火傷や住宅の火災の原因となります。

2)酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲 2m以内には、火気を置かないで下さ

い。特に酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないで下さい。

3)火気の取扱いに注意しt取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因で

チューブや衣服等が燃えたり、火災になることはありませんので、過度に恐れる

ことなく、医師の指示どおりに酸素を吸入して下さい。



3.そ の他

本対策に関連 して、在宅酸素療法を受けている患者やその家族等に対 して、適切な注

意喚起が継続的に実施 されるよう、各都道府県衛生主管部 (局 )長等に対 し、医療機関
への周知及び指導を依頼 してお ります。

また、日本産業 0医療ガス協会会長に対 して、医師が在宅酸素療法を実施する患者や

その家族に対 して本注意喚起を行 うために必要な資材を提供するとともに、患者の居宅
′
等を訪問する際に、販売店等からも注意を呼びかけるよう通知してお ります。 (参考資

料 (1))

(参考資料 )

(1)平成 22年 1月 15日 付け医政総発0115第 1号・医政指発0115第 1号・薬食安発0115

第1号、厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省医政局指導課長・ 医薬食品局安全対策

課長連名通知「在宅酸素療法における火気の取扱いについて (注意喚起及び周知依頼 )」

(PDF)

(2)独立行政法人医薬品医療機器総合機構

医薬品医療機器情報提供ホームページ PMDA医 療安全情報No。 4
「在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について」

(URL)http://wwwo infoo pmda.go.jp/anzen=pmda/file/iryo_anzen04.pdf

(3)一般社団法人 日本産業・医療ガス協会ホームページ

(URL) http://www_jimga・ Or.jp/medica1/specia1/dvd01.html

(4)神戸市消防局ホームページ 「在宅酸素療法中の火災危険についてJ

(URL) http://wⅥwo city.kobe。 lg.jp/safety/fire/infOrmation/zaitakusansoo html



医政総発0115第 1号

医政指発0115第1号

薬食安発0115第 1号

平成22年 1月 15日

(局)長 殿

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長

厚 生 労 働 省 医 政 局 指 導 課 長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

在宅酸素療法における火気の取扱いについて

(注意喚起及び周知依頼)

在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素及び酸素ボンベ (以下「酸素濃縮装置

等」という。)については、酸素は支燃性 (燃焼を助ける性質)が強いガスであることか

ら、その添付文書や取扱説明書等において、火気を近づけてはならない旨が記載されてお

ります。

また、医療用酸素ガス等の事業者の業界団体である一般社団法人日本産業・医療ガス協

会 (以下「協会」とい う。)が、啓発のためのパンフレットやDVDを 作成・配布 し、平

成 20年 6月 には独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、PMDA医 療安全情報ヽ 4

「在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について」を公表するなど、酸素吸入時

の火気の取扱いについて注意喚起が行われているところです。

しかしながら、酸素濃縮装置等を使用中の患者が、喫煙等が原因と考えられる火災によ

り死亡するなどの事故が別紙のとお り発生しております。

同様の事故を防止するため、下記のとおり、在宅酸素療法を受けている患者やその家族

等に対 して、適切な注意喚起が継続的に実施されるよう、貴管下医療機関への周知及び指

導方お願いいたします。

あわせて、貴職におかれましても、在宅酸素療法を受けている患者やその家族等に対し、

火気の取扱いに関する注意等を呼びかけていただくとともに、酸素濃縮装置等は適切に使

用すれば安全な装置であ り、治療を受けている患者等に対する正しぃ理解をいたな _よ う
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住民への啓発をお願いいたします。



なお、別添通知のとお り、協会あてに、医療機関及び患者やその家族等に対 して酸素吸

入時における火気の取扱いに関する注意喚起を改めて徹底すること等を依頼していること

を申し添えます。

記         ′

1.在宅酸素療法を受けている患者やその家族等に対 して、以下の点を説明し、酸素吸入

時の火気の取扱い等について、注意喚起すること。

1)高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火

し、重度の火傷や住宅の火災の原因となること。

2)酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲 2血以内には、火気を置かないこと。特

に酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないこと。

3)火気の取扱いに注意 し、取扱説明書どお りに正しく使用すれば、酸素が原因でチ

ューブや衣服等が燃えた り、火災になることはないので、過度に恐れることなく、

医師の指示どお りに酸素を吸入すること。

2。 注意喚起を実施する際に使用するための文書や動画等の資材は、各酸素濃縮装置等の

製造販売業者又は販売業者から提供されるので、適宜活用すること6

(参考情報 )

1.厚生労働省ホームページ

在宅酸素療法における火気の取扱いについて

http://www.mhlw.go.」 p/Stf/houdou/2r98520000003n115。 htllll

厚生労働省作成 啓発 リーフレット

「在宅酸素療法時は、たばこ等の火気の取扱いにご注意下さい。」

http://www.mhlwo go。 」p/Stf/houdou/2r98520000003m15-img/2r98520000003m2n.pdf

2.PMDA医 療安全情報No.4

「在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について」

http://wwwo infO.pmda.go.jp/anzen=pmda/file/iryo_anzen04.pdf

3。 一般社団法人 日本産業 0医療ガス協会ホームページ

http://wwwo jimga。 6ro jp/medica1/Specia1/dvd01.html

4.神戸市消防局ホームページ

「在宅酸素療法中の火災危険について」

http://―。city.kobe。 lgo jp/safety/firё /information/zaitakusansoo html

(留意事項)本通知の内容については、在宅酸素療法を実施している貴管下医療機関の医療に係

る安全管理のための委員会の関係者、医療安全管理者、医薬品及び医療機器の安全使用のための

責任者等に対しても周知されるようご配慮願います。



(参 考 )本通知を含め、医薬品 。医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出された際

に、その情報をメールによつて配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」が、独立行政法人

医薬品医療機器総合機構において運営されております。以下のURLか ら登録できますので、ご

活用下さい。

医薬品医療機器情報配信サービス  http://― .info.pmd五.go.jp/info/idx―push.htm]
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在宅餞轟療法時の曜層などの

火氣取扱いの注置について

安全使用のために注意するポイント

(事例1)酸素吸入中の患者さんの喫煙により、酸素濃縮装置のカニューラにライターの炎やタバコの大

が引火して、大火傷、あるしヽま焼死などを起こした事例がマスコミ等で報告されています。

0趣宅醸素療法を行なっている患者さんは、安全性上の理由からも拍対に禁煙です。

●患者さん自身はもちろん、家族の方 な々ど」醸属副目園田ゆ目
―

E、 醸素ポンペ

の周辺での喫煙や人気は饉懲です。

No4 200中 月
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しかし…・、酸素は、支燃性物質のため、ライター

の炎やタバコの火を近づけると、急激にその人が

大きくなります |

酸素は可燃性ではないので、高濃度の酸素だけ

で|ま自ら燃焼することはなく、安心・安全です。

患書さんへの選院時響の指導の服に、リスク

を十分伝えて下さい‖またこのリスクは、

機器の取扱説明薔薔にも曜日されています

ので、熟謗下さい‖
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(■例2)酸素吸入が終わり、酸素濃縮装置の電源を切らすにカニューラを放置していたところ、灰皿のタバコ

の大が引大して、家が全焼した。

一度火がつけば、すこい勢いて火が燃え移ります1

…

一度消えたはすの人が、再度点火することもあり

ます。
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酸素吸入中に喫煙する際に 万が‐、タノくコの先端部分が
チュープに接触すると…

酸素がタバコの燃焼を助けて
一気に炎が拡大します。

(写真提供 神戸市消防局)

―旦発火すると、酸素を止め
ない限り燃え続けます。

溶けた部分から炎を噴出し、導入線
のように着衣に燃え移つていきます。

これが人形ではなく
患者だつたら…

(写真提供 神戸市肖防局)

*これらの検証結果は、動画でも見ることができます。

神戸市消防局ホームページ http:〃
―

cty kobejp/cityOffice/43/1ife/za■ akusanso.html

キまた同様の動画が、在宅酸素療法に関する業界団体有限責任中間法人 日本産業・医療ガス協会 医療

ガス部門 在宅酸素部会からも提供されております。詳細は、「日本産業・医療ガス協会」のホームペー

ジ htLp:■
=ぃ

‐lmga.Or.ip/medica1/をこ覧下さい。
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在宅醸素憲法に伴う火災事故は、爾年繰り返し発生し

ています。患薔さん及びそのこ
=族

に対し、嬢煙指導

を言め、日知よろしくお願いします.


